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研究成果の概要： 

 現代の日本の政治改革において参照されたのは、イギリスをモデルとした小選挙区制、二 

大政党と政治的リーダーシップ、選挙による政権交代等であった。しかし、当のイギリスや 

その影響下の諸国では、ウエストミンスター・モデルと呼ばれる、このような政治システム 

の変容や再検討や、そこからの離脱傾向が強まっている。 

本研究は、このような実態と理論状況を明らかにし、現代立憲民主主義の憲法理論構成の 

方向性を明らかにする視座を得た。 

 

 

交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００６年度 4,400,000 1,320,000 5,720,000 

２００７年度 3,600,000 1,080,000 4,680,000 

２００８年度 2,800,000 840,000 3,640,000 

年度    

  年度    

総 計 10,800,000 3,240,000 14,040,000 

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：法学・憲法学 

キーワード：憲法、憲法改革、ウエストミンスター・モデル、立憲民主主義、コモンウェルス 

 

 

１．研究開始当初の背景 
（1）日本、とりわけ日本の政治改革におけ
るイギリス・モデル（いわゆるウエストミン
スター・モデル）への関心 
（2）近年のイギリス、とくに１９９７年の
労働党政権発足以降の「憲法改革」以降の憲
法変動やヨーロッパ統合の進展によるイギ
リスの憲法構造の変容 
（3）そのなかでのウエストミンスター・モ
デルの変容・再評価・再検証の動き 

（4）イギリスの影響が強いコモンウェルス
諸国におけるウエストミンスター・モデルか
らの離脱傾向や再検証の動き 
（5）これら動きを背景とした憲法理論の新
たな動き 
 

２．研究の目的 
（1）ウエストミンスター・モデルとされる
ものは日本の政治改革のひとつのモデルと
なったが、当のイギリスやコモンウェルス諸
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国においては、むしろこのモデルからの離脱
傾向が顕著となってきていることから、その
実態を把握すること 
（2）このような変化に対応したイギリスの
憲法理論の動向を把握すること 
（3）これら憲法構造と理論の変動を立憲主
義の現代的変容という歴史的パースペクテ
ィブのなかに位置づけて、現代立憲主義の憲
法理論の可能性を検討すること 
 

３．研究の方法 
（1）イギリス憲法を研究する１３名からな
る恒常的研究組織（研究代表者と１２名の研
究分担者。最終年度は研究代表者と４名の研
究分担者および８名の連携研究者）をつくり、
各メンバーの担当課題を明確にして総合的
な共同研究を進めた。 
（2）毎年夏期に３日の合宿研究会を開催し、
参加者全員が自分の担当課題についての研
究成果を報告し、共同研究として成果を共有
し深化させた。 
（3）また、春と秋の学会時に研究会を開催
し、特定問題についての議論と認識を深めた。
なお、これら研究会では、イギリス憲法を研
究する大学院生を含む研究協力者も参加し
て、報告と議論を行った。 
（4）さらに、外部から政治学等を研究する
研究者を講師に招いて、他分野での研究成果
の吸収に努めた。 
（5）研究代表者を中心に、原則チームを組
んだ外国調査（イギリスとニュージーラン
ド）を行い、研究対象の実態把握を行った。 
（6）共同研究としての研究の進展と成果を
あげるために、研究全体を総括する研究代表
者の下に複数の補佐役を置き、必要に応じて
緊密に連絡を取って研究の円滑かつ効果的
な推進をはかった。 
 

４．研究成果 
（1）１９９７年のニュー・レイバー（新し
い労働党）政権発足以降の「憲法改革
（constitutional reform）」（現在のブラウン
政 権 で は 「 憲 法 刷 新 （ constitutional 

renewal）」という言葉が使われる）の展開を
踏まえて、イギリスにおけるウエストミンス
ター・モデルの変容と再検証については、以
下のような問題について成果を得ることが
できた。 

①ウエストミンスター・モデルの基本をな
す国民（選挙民）－国会（庶民院）－内閣と
いう一元的な多数者支配型のシステムにつ
いては、ニュー・レイバー初期に掲げられた
選挙制度（小選挙区制）改革の課題は頓挫し
たままであり、より民主的な第二院を課題と
する貴族院改革も具体的には進行していな
いが、それらをめぐる議論は引き続いて行わ
れているとともに、国会審議の手続や国王大

権（イラク開戦問題を踏まえた戦争開始権限
を含む）についての改革が進展しつつある。 

②ウエストミンスター・モデルの一元的な
統治構造のイギリスにおける法的原理であ
る国会主権に変化を与える各地域への分権
構造は、スコットランドおよびウェールズに
ついては分権議会がスタートして１０周年
を迎え、また、複雑な対立を抱える北アイル
ランドについても一応安定的に推移してい
る。このうち、スコットランドでは独立を掲
げるスコットランド国民党が少数政府を担
っているが、この独立問題が顕在化しつつあ
った。しかし、２００８年秋の世界金融危機
に直面して状況が混迷化してきている。しか
し、いずれにせよウエストミンスター・モデ
ルを変容させる分権構造は定着してきてい
る。 

③ＥＵ改革条約（リスボン条約）の批准手
続の進行に見られるヨーロッパ統合のいっ
そうの進展や、ヨーロッパ人権条約を国内法
化した人権法の定着によって、国会＝内閣の
法形成・政策決定の範囲はヨーロッパ基準に
よってますます制約されてきている。このよ
うななかで、裁判所の果たす役割が拡大し積
極化してきていることが特徴である。 

同時に、これまで最高裁判所としての役割
を果たしてきた貴族院の上訴管轄権が廃止
され、２００９年１０月には連合王国最高裁
判所が新たにスタートすることとなり、また、
司法裁判所の外で行政裁判機能を担うもの
として発展し、時には法の支配に対する脅威
ともされてきた行政審判所の裁判所化がは
かられることとなった。 
（2）本研究では、ウエストミンスター・モ
デルを再検討するための素材として、対象を
イギリス憲法の影響が強いコモンウェルス
諸国に広げ、なかでもニュージーランド憲法
について一定の成果を得ることができた。 
 ニュージーランドはイギリスと同じく国
会主権原理をとる非成典憲法国、軟性憲法国
であり、１９５０年には国会の第二院を廃止
した一院制となって、イギリス以上にイギリ
ス的なウエストミンスター・モデルの典型国
とされてきた。しかし、小選挙区制の選挙制
度を、１９９３年の国民投票を経てドイツ型
の比例代表制に変更し、９６年の最初の選挙
以降連立政府を常態とする合意形成型のシ
ステムへと大きく転換した。本研究では、こ
の転換の原因・理由および転換後の状況と問
題等について検討するとともに、ニュージー
ランド建国の基礎となっている１８４０年
の先住民との間でのワイタンギ条約特殊な
一についての検討により、一定の成果を得る
ことができた。 
（3）ウエストミンスター・モデルをめぐる
このような憲法変動については、レイプハル
トをはじめ国際的にも注目すべき研究が注



目され、それら研究は日本においても日本の
政治改革の評価をめぐる論争にも影響を与
えている。しかし、ウエストミンスター・モ
デルの典型国における憲法動態を正確に理
解・把握した研究はほとんどなく、そのよう
ななかで本研究は大きな成果をあげたとい
えよう。 
 また、本研究が主たる対象としたイギリス
の憲法学説・理論においても、さまざまな新
しい動きが出てきており、本研究はそれらも
研究の対象として、ウエストミンスター・モ
デルの変容をめぐるイギリス憲法学の理論
動向を、同モデルの価値を重視する「民主主
義派」と、より人権に基礎を置いた多元的価
値と裁判所の役割を重視する「立憲主義派」
とに分けて整理する試みも、本研究のメンバ
ーからなされている。この分類については、
なお検討する必要があるが、イギリス憲法学
事態の変化・変容の研究として大きな意味を
持つ成果であるといえよう。 
（4）本研究で達成された成果のいくつかに
ついては、後掲する論文や図書においてすで
に公表されたものもあるが、未公表の成果を
含めてそれらを集約して公表するために、次
年度の研究成果公開促進費の助成をめざし
たいと考えている。 
 また、研究代表者は世代交代するが、本研
究で残された課題をを含む研究を継続・発展
させるために、本研究のメンバーを中心とし
た科学研究補助金の申請を行っている。 
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